
平成 27年度第 3回 平塚市国民健康保険運営協議会

次  第

日 時 平成 27年 12月 17日 (木 )

午後 2時～

場 所 勤労会館  2階 中会議室

1 開 会

2 議 題

(1) 平塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

(諮問事項)

(2) 作_活習慣病重症化予防事業案 について

(3) そ の他

3 閉 会



27平保年第 1086号

平成 27年 (2015年 )12月 17日

平塚市国民健康保険運営協議会

会 長  永 田 美 典  様

平塚市長  落 合 克

平塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について (諮問)

このことについて、本市国民健康保[父税の税率を改定するため、貴協議会に諮問

いたします。



1 諮問理由

前回税率改定を行った平成 23年度から平成 27年度までの平塚市国民健康

保険事業特別会計の財政状況を見ますと、歳出では、高齢化の進展や医療技術の

高度化などにより年々伸びていた保険給付費が、平成 26年度は一旦減少したも

のの、平成 27年度は再び増加に転じました。一方、歳入では、保険税収納額が、

被保険者数の減少などにより年々減少 しています。

このような状況の下、財源の不足分を一般会計からの法定外繰入金 (そ の他一

般会計繰入金)で補填することにより、平成 24年度から平成 27年度までの4

年間、保険税率を改定することなく、財政運営に努めてきました。

しかしながら、今後も保険給付費は年々増加 し、財政状況は一段と厳 しさを増

すと懸念されることから、国民健康保険財政の健全化と安定した保険事業の縦持

のためには、生活習慣病の重症化予防やジェネリンク医薬品の利用促進など保険

給付費抑制の取組をさらに進めていくとともに、国民健康保険独自の財源である

保険税収納額を増加 させていくことが必要となります。

こうした中、平成 30年度からの国民健康保険改革により、都道府県が、国民

健康保険の財政運営の主体となり、財政赤字の改善と将来的な保険税 (料)負担

の平準化を進めることとされました。

これらのことを踏まえ、平塚市としましては、収納率向上の取組をさらに進め

ることはもとより、平成 28年度から保険税率の引き上げ改定を実施することが

必要であると判断したものです。



2 諮問事項

(1)税 率

(医療分)基礎課税額の税率に関する改正 (第 7条第 1項関係 )

※ 特定世帯の世帯別平等割額は 2分の 1の額

※ 特定継続世帯の世帯別平等割額は 4分の 3の額

(支援金分)後 期高齢者支援金等課税額の税率に関する改正 (第 7条第 2項関係 )

※ 特定世帯の世帯別平等割額は 2分の 1の額

※ 特定継続世帯の世帯別平等割額は 4分の 3の額

(介護分)介 護納付金課税額の税率に関する改正 (第 7条第 3項関係 )

応能割額 応益割額

所得割額 被保険者均等割額 世帯別平等割額

現  行 5.85% 25,200円 24,800円

改定後 6.39% 27,120円 24,240円

応能割額 応益割額

所得割額 被保険者均等割額 世帯別平等割額

現  行 1。 30% 6,000円 5,400円

改定後 1.33% 5,880円 5,160円

応能割額 応益割額

所得割額 被保険者均等割 世帯別平等割額

現  行 1.44% 7,200円 6,600円

改定後 1.700/0 9,360円 6,120円



(2)減 額 (低所得者の軽減措置 )

国民健康保険税の減額に関する改正 (第 11条関係 )

(医療分)

※ 特定世帯の世帯別平等割額は 2分の 1の額

※ 特定継続世帯の世帯別平等割額は 4分の 3の額

(支援金分)

※ 特定世帯の世帯別平等割額は 2分の 1の額

※ 特定継続世帯の世帯別平等割額は 4分の 3の額

(介護分)

※ 7割軽減は、世帯の所得の合計額が 33万円以下の場合
5割軽減は、世帯の所得の合計額が 33万円を超え、

33万円+(26万 円×被保険者及び特定同一世帯所得者の数)以下の場合
2割軽減は、上記軽減が受けられない世帯で、所得が

33万円十(47万 円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下の場合

3 施行期 日

平成 28年 4月 1日

4 条例新旧対照表

別紙の とお り

7割軽減 5割軽減 2割軽減

均等割額 平等割額 均等割額 平等割額 均等割額 平等割額

現  行 17,640円 17,360円 12,600円 12,400円 5,040円 4,960円

改定後 18,984円 16,968円 13,560円 12,120円 5,424円 4,848円

7割軽減 5割軽減 2割軽減

均等割額 平等割額 均等割額 平等割額 均等割額 平等割額

現  行 4,200円 3,780円 3,000円 2,700円 1,200円 1,080円

改定後 4,116円 3,612円 2,940円 2,580円 1,176円 1,032円

7割軽減 5割軽減 2割軽減

均等割額 平等割額 均等割額 平等割額 均等割額 平等割額

現 行 5,040円 4,620円 3,600円 3,300円 1,440円 1,320円

改定後 6,552円 4,284円 4,680円 3,060円 1,872円 1,224円



平塚市国民健康保険税条例の一部改正に伴う新旧対照表

改正部分

改正要旨

国民健康保険税

の税率並びに被保

険者均等割額及び

世帯別平等割額か

ら低所得者世帯に

対 して減額す る額

を改定するため、規

定を整備する。

改 正 案

(税率)

第7条 第2条第2項に規定する基礎課税額の税率は、次の各号
に定めるとおりとする。

(1)国民健康保険の被保険者に係る所得割額 100分の6.

39 ・

(2)国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者1人 について 2万 7.120円

(3)国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 ア

からウまでに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞれアから

ウまでに定める額

ア 特定世帯 (特定同一世帯所属者 (国 民健康保険法 (昭

和33年法律第192号)第6条第8号の規定により被保険者

の資格を喪失 した者であつて、当該資格を喪失 した日

の前 日以後継続 して同一の世帯に属する者をい う。以

下同じ。)と 同一の世帯に属する被保険者が属する世帯

であつて同日の属する月 (以 下この号において 「特定

月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるも

の (当 該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)を

いう。以下同じ。)及び特定継続世帯 (特定同一世帯所

属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であ
つて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以

後8年を経過する月までの間にあるもの (当該世帯に他

現   行

(税率)

第7条 第2条第2項に規定する基礎課税額の税率は、次の各号
に定めるとおりとする。

(1)国民健康保険の被保険者に係る所得割額 100分の5.

85

(2)国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 1人について 2万 5,200円

(3)国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額 ア

からウまでに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞれアから

ウまでに定める額

ア 特定世帯 (特定同一世帯所属者 (国 民健康保険法 (日召

和33年法律第192号)第6条第8号の規定により被保険者

の資格を喪失 した者であつて、当該資格を喪失 した日

の前 日以後継続 して同一の世帯に属する者をい う。以

下同じ。)と 同一の世帯に属する被保険者が属する世帯

であつて同日の属する月 (以 下この号において 「特定

月」とい う。)以後5年を経過する月までの間にあるも

の (当 該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)を

いう。以下同じ。)及び特定継続世帯 (特定同一世帯所

属者 と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であ

つて特定月以後5年 を経過する月の翌月から特定月以

後8年を経過する月までの間にあるもの (当該世帯に他



改正要旨
改 正 木安

の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。)

以外の世帯 1世帯について 2万4,240円

イ 特定世帯 l世帯について 1万2,120円

ウ 特定継続世帯 1世帯について 1万8,180円

第2条第3項に規定する後期高齢者支援金等課税額の税率

は、次の各号に定めるとお りとする。

(1)国民健康保険の被保険者に係る所得割額 100分の1.

33

(2)国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 1人について 5,880円

(3)国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 ア

からウまでに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞれアから

ウまでに定める額

ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯につ

いて 5,160円

イ 特定世帯 1世帯について 2,580円

ウ 特定継続世帯 1世帯について 3,870円

第2条第4項に規定する介護納付金課税額の税率は、次の各

号に定めるとおりとする。

(1)介護納付金課税被保険者に係る所得割額 100分の1.

70

(2)介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者1人 について 9,360円

(3)介護納付金課税被保険者に係る世帯川

2

3

↓平等割額 1世

現   行

の被保険者がいない場合に限る。)をい う。以下同じ。)

以外の世帯 1世帯について 2万4,800円

イ 特定世帯 1世帯について 1万2,400円

ウ 特定継続世帯 1世帯について 1万8,600円

第2条第3項に規定する後期高齢者支援金等課税額の税率

は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)国民健康保険の被保険者に係る所得割額 100分の1.

30

(2)国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 1人について 6,000円  
｀

(3)国民健康保険の被保険者に係る世杵別平等割額 ア

からウまでに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞれアから

ウまでに定める額

ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯につ

いて 5,400円

イ 特定世帯 1世帯について 2,700円

ウ 特定継続世帯 1世帯について 4,050円

第2条第4項に規定する介護納付金課税額の税率は、次の各

号に定めるとおりとする。

(1)介護納付金課税被保険者に係る所得割額 100分の1.

44

(2)介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 1人について 7,200円

(3)介護納付金課税被保険者に係る世帯別

2

3

平等割額 1世



改正要旨
改 正 案

(国民健康保険税の減額)

第11条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対
して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎

課税額からそれぞれ当該各号のア及びイに定める額を減額
して得た額 (当 該減額 して得た額が法第703条 の4第 11頂に

規定する額を超える場合には、その額)、 第2条第3頂本文の

後期高齢者支援金等課税額からそれぞれ当該各号のウ及び
工に定める額を減額 して得た額 (当 該減額 して得た額が法

第703条の4第 19頂に規定する額を超える場合には、その額)

並びに第2条第4項本文の介護納付金課税額からそれぞれ当

該各号のオ及び力に定める額を減額 して得た額 (当 該減額

して得た額が法第703条の4第27項に規定する額を超える場

合には、その額)の合算額とする。

(1)法第703条 の51こ 規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が法第314条の2第2項 に規定する金額を超え

ない世帯に係る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条 の3第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 1万 8,984円

イ 国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

帯について 6,120円

現   行

(国民健康保険税の減額 )

第11条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対
して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎

課税額からそれぞれ当該各号のア及びイに定める額を減額

して得た額 (当 該減額 して得た額が法第703条 の4第 H項に

規定する額を超える場合には、その額)、 第2条第3頂本文の

後期高齢者支援金等課税額からそれぞれ当該各号のウ及び
工に定める額を減額 して得た額 (当 該減額 して得た額が法

第703条 の4第 19項に規定する額を超える場合には、その額)

並びに第2条第4頂本文の介護納付金課税額からそれぞれ当

該各号のオ及び力に定める額を減額 して得た額 (当 該減額

して得た額が法第703条の4第27項 に規定する額を超える場

合には、その額)の合算額とする。

(1)法第703条 の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が法第314条の2第2項 に規定する金額を超え

ない世帯に係る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条の3第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 1万 7,640円

イ 国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

帯について 6,600円



改正要旨
改 正 案

(ア)特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

イこついて  1万 61968円

(イ )特 定世帯 1世帯について 8,484円

(ウ)特 定継続世帯 l世帯について 1万2,72o円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条の3第2項に規定する世桔主を除く。)1

人について 4,116円

工 国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

(ア)特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

について 3,612円

(イ )特 定世帯 1世帯について 1,806円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 2,709円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者 (第 1条 の3第2項に規定する世

帯主を除く。)1人について 6,552円

力 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1
世帯について 4,284円

(2)法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が法第314条 の2第2頂 に規定する金額に被保

険者及び特定同一世帯所属者 1人 につき26万 円を加算 し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 (前号に該当す

る者を除く。)

現   行

(ア)特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 l世帯

について 1万7,360円

(イ )特 定世帯 1世帯について s,680円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 1万3.020円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条 の3第2頂に規定する世帯主を除く。)1

人について 4,200円

工 国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

(ア )特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

について 3,780円

(イ )特 定世帯 1世帯について 1,890円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 2,885円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金口果税被保険者 (第 1条 の3第2項に規定する世

帯主を除く。)1人について 5,040円

力 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1
世帯について 4,620円

(2)法第703条 の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が法第314条 の2第2項 に規定する金額に被保

険者及び特定同一世帯所属者 1人 につき26万 円を加算 し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 (前号に該当す

る者を除く。 )



改正要旨
改 正 案

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額
被保険者 (第 1条の3第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 1万3,560円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

(ア)特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

について 1万2,120円

(イ )特 定世帯 1世帯について 6,060円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 9,090円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条 の3第 2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 2,940円

工 国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

(ア)特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

について 2,580円

(イ )特 定世帯 1世帯について 1,290円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 1

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者 (第 1条の3第2項に規定する世

帯主を除く。)1人について 4,680円

力 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1

935

現   行

ア 国民健康保険の被保険者に係 る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条の3第2項に規定する世帯主を除 く。)1

人について 1万 2,600円

イ 国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

(ア)特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

イこついて  1万 2,400円

(イ )特 定世帯 1世帯について 6,200円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 9,300円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条の3第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 3,000円    ・

工 国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

(ア )特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

について 2,700円

(イ )特 定世倍 1世帯について 1,350円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 2,025円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者 (第 1条の3第2項に規定する世

帯主を除く。)1人 について 3,600円

力 介護納付金R果税被保険者に係る世帯別平等割額 1



改正要旨
改 正 案

世帯について 3,060円

(3)法第703条 の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が法第314条の2第2頂 に規定する金額に被保

険者及び特定同一世帯所属者 1人 につき47万円を加算 し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 (前2号に該当す

る者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条 の3第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 5,424円

イ 国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

(ア)特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

について 4,848円

(イ )特 定世帯 1世帯について 2,424円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 3,636円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条 の3第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 1,176円

工 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

(ア)特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

について 1,032円

現   行

(3)法第703条 の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が法第314条の2第2項 に規定する金額に被保

険者及び特定同一世帯所属者 1人 につき47万 円を加算 し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者 (前2号に該当す

る者を除く。)    、

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条 の3第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 5,040円

イ 国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

(ア)特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

について 4,960円

(イ )特 定世帯 1世帯について 2,480円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 3,720円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額

被保険者 (第 1条 の3第2項に規定する世帯主を除く。)1

人について 1,200円

工 国民健康保険の被保険者に係 る世帯別平等割額

(ア )か ら(ウ )ま でに掲げる世帯の区分に応 じ、それぞ

れ (ア )か ら(ウ )ま でに定める額

(ア)特 定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1世帯

について 1,080円

300世帯について 8



改正要旨
改 正 木安

(イ )特 定世帯 1世帯について 516円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 774円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者 (第 1条の3第2項に規定する世

帯主を除く。)1人について 1,872円

力 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1
世帯について 1,224円

2 省略

現   行

(イ )特 定世帯 1世帯について 540円

(ウ)特 定継続世帯 1世帯について 810円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者 (第 1条の3第2項に規定する世

帯主を除く。)1人 について 1,440円

力 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1
世帯について 1,320円

2 省略



資 料
平成28年度国民健康保険税の税率改定について

1 改定の要点

(1)改定率

全体の調定額を7.03%増 となるよう税率を改定 します。
(2)改定の基本的な考え方

応能割 (所得割額)と 応益割 (被保険者均等割額 。世帯別平等割額)を地方税法で定
める50対 50の比率 (以 下 「法定比率」 といいます。)を維持することとした上で、
次のとお り行います。

ア 基礎課税額は、全体の税額を引き上げます。

イ 後期高齢者支援金等課税額は、全体の税額の引き上げは行わず、法定比率 と現行の比
率との乖離を縮小するための見直 しを行います。

ウ 介護納付金課税額は、全体の税額を引き上げます。
2 改定の理由

(1)国民健康保険特別会計の財政状況

ア 前国税率改定を行った平成 23年度から平成 27年度までの財政状況を見ますと、
歳出では、高齢化の進展や医療技術の高度化などにより年々伸びていた保険給付費が、
平成 26年度は一旦減少 したものの、平成 27年度は再び増加に転 じました。一方、
歳入では、保険税収納額が、被保険者数の減少などにより年々減少 しています。

イ このような状況の下、財源の不足分を一般会計からの法定外繰入金 (そ の他一般会
計繰入金)で補填することにより、平成 24年度から平成 27年度までの 4年間、保
険税率を改定することなく、財政運営に努めてきました。

ウ 基礎課税額収入は所要額に対 して、平成 23年度から平成 26年度の平均で 12億
円程度不足 しています。

工 後期高齢者支援金等課税額収入は所要額に射 して、平成 23年度から平成 26年度
の平均で 8千万円程度の剰余 となっています。ただし、平成 24年度から平成 26年
度の平均では半分の 4千万円程度に減つています。

オ 介護納付金課税額収入は所要額に射 して、平成 23年度から平成 26年度の平均で
2億 6千万円程度不足 しています。

(2)国民健康保険の制度改革

平成 30年度から、都道府県が、国民健康保険の財政運営の主体 とな り、財政赤字の
改善と将来的な保険税 (料)負担の平準化を進めることとされました。

(3)国民健康保険事業の取組

今後も保険給付費は年々増加 し、財政状況は一段 と厳 しさを増す と懸念 されることか
ら、国民健康保険財政の健全化 と安定 した保険事業の維持のためには、生活習慣病の重
症化予防やジェネ リック医薬品の利用促進など保険給付費抑制の取組をさら進めてい
くとともに、国民健康保険独 自の財源である保険税収納額を増力日していことが必要 とな
ります。

(4)税率改定の必要性

これ らのことを踏まえ、本市 としま しては、収納率向上の取組をさらに進めることは
もとより、平成 28年度から保険税率の引き上げ改定を実施する必要があると判断 した
ものです。

以 上

-1-



参 考

国民健康保険税  賦課 (課税)総額の構成

【応能割】 所得割
【応益割】 被保険者均等割

世帯別平等割

世帯の加入者の所得に応 じて計算

世帯の加入者数に応 じて計算
1世帯にいくらと計算

国民健康保険税の算定方法について(平成 27年度 )

平成 27年度の国民健康保険税は、基礎課税分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分 (※ )

の所得割額・均等割額 。世帯別平等割額 とい う3つの項 目をそれぞれ算出 し、最終的に世
帯で合算 した金額 とな ります。

※国民健康保険被保険者の うち、40歳から 64歳までの方は、国民健康保険税の中で介護分
が課税 されます。

<基礎課税分 (年税額)>

※ (A)～ (C)の合計が 52万円 (課税限度額 )を超えるときは、52万円が年税額になります。

<後期高齢者支援金等分 (年税額)>

※ (1)～ (3)の 合計が 17万 円 (課税限度額 )を超えるときは、17万 円が年税額になります。

<介護納付金分 (年税額)>

※ (ア )～ (ウ )の合計が 16万 円 (課税限度額 )を超えるときは、16万 円が年税額になります。

したがつて、40歳から64歳までの被保険者がいる世帯では、「医療分」・「後期支援分」・「介護
分 Jを 合算した 85万円が年税額の課税限度額になります。

-2-

項 目 内 容 ・ 税 率 等

(A)所得割額
(平成 26年 1月 ～12月 の総所得金額等 ― 基礎控除額 330,000円 )X

5.850/o

(B)均 等割額 1人あたり 25,200円 X被保険者(加 入者)数

(C)平 等割額 1世帯あたり 24,800円

項 目 内 容 ・ 税 率 等

(1)所得割額
(平成 26年 1月 ～12月 の総所得金額等 ― 基礎控除額 330,000円 )X

1300/0

(2)均 等割額 1人あたり 6,000円 X被保険者(加入者)数

(3)平 等割額 1世帯あたり 5,400円

項 目 内 容 ・ 税 率 等

(ア )所得割額
(平成 26年 1月 ～12月 の総所得金額等 ― 基礎控除額 330,000円 )X

1.440/0

(イ )均 等割額 1人あたり 7,200円 X介護分該当者(40歳 から64歳までの加入者)数

(ウ )平 等割額 1世帯あたり 6,600円



国保特別会計 D決算及び予算案 (科 目一部抜粋 )

1保険給付費総額 (歳 出)

0平 成28年度は23年度比で、19億3,500万円程度の増になると見込まれます。

一般被保険者療養給付費は、23年度から26年度の決算で、保険給付費総額に占める割合は82から83%
・ 一般被保険者高額療養費は、23年度から26年度の決算で、保険給付費総額に占める割合は平均9.5%

2

0 平成28年度は23年度から2
と見込まれます。

0平 成28年度は23年度比で、7億 2,300万円程度の減になると見込まれます。

7年度までの5年間の平均1,493,954,000円 (約 14億 9,400万円)に対し、4億5,700万円程度増加するもの

※ 平成27年度3月 補正予算案及び平成28年度当初予算現行税率は、平成27年 12月 1日 に試算したものです。

科

目

23年度

(決算)

24年度

(決算 )

25年度

(決算)

26年度

(決算)

27年度

(3月 補正予算案 )

28年度

(当 初予算現行税率案)

保険給付費 18,103,500,201円 18,546,875,299円 19,057,657,004円 18,952,106,581円 19,963,796,000円 20,038,821,000円

584,348,188円 448,375,098円 510,781,705円 ▲ 105,550,423円

103.34% 102.45% 102.75% 99.45%

14,800,729,312円喜
|

険
付僻給

一 般
療 養

15,147,469,234円 15,706,542,974円 15,857,495,319円 16,550,389,000円 16,637,323,000円

1,629,191,714円
者
費

険
養僻療

般
額

一
一局

1,756,876,703円 1,864,143,297円 1,862,789,657円 2,118,483,000円 2,266,223,000円

6,852,596,016円 6,733,327,541円 6,640,050,156円 6,393,412,082円 6,188,870,000円 6,129,759,000円

前 年 度 差 497,597,083円額
|

▲ 119,268,475円 ▲ 93,277,385円 ▲ 246,638,074円

民 健 康 保 険

前 年 度 比 107.83%率
|

98.26% 98.61% 96.29%

1,034,870,000円 1,709,260,000円 1,500,000,000円 1,400,000,000円 1,825,640,000円 1,950,975,000円

前 年 度 差 額
|▲

486,473,000円 674,390,000円 ▲ 209,260,000円 ▲ 10o,ooo,o00円

の他一般会計繰入金

前 年 度 比 68.02%率
|

165.17% 87.76% 93.33%

-3-



国民健康保険税課税額 日単年度単純過不足額

―

ト
ー

▲1,229,596,346

▲ 1,314,891,877

85,295,531

79,169,999

▲263,163,725

▲ 1,413,590,072

平成26年度

29,893,000,Ooo

450,00o,000

1,944,935,

4,305,241,000

1,655,237,000

28,624,918,770

28,024,405,657

758,117,166

1,400,000,

600,513,11

3,988,968,694

1,569,180,201

▲ 1,493,576,228

209,418,644

54,072,954

▲ 327,519,423

▲1,557,604,053

平成25年度

29,508,000,Ooo

400,00o,ooo

1,956,042,000

4,056,733,000

1,615,000,00o

28,901,263,491

28,143,146,325

640,108,736

1,500,000,00o

758,117,166

4,025,487,807

1,648,340,338

▲ 1,178,128,122

82,875,866

40,573,151

▲ 327,312,465

▲1,381,991,570

平成24年度

28,745,000,Ooo

500,00o,ooo

118301588,000

3,881,716,000

1,671,891,000

28,338,558,870

27,698,450,134

813,546,575

1,709,260,000

640,108,736

3,879,966,378

1,573,831,221

▲ 1,632,411)987

▲ 59,018,160

23,056,329

▲ 214,324,021

▲1,882,697,839

平成23年度

27,608,000,00o

400,000,ooo

1,8311588,000

3,376,695,000

1,613,741,000

27,383,857,951

26,570,311,376

614,292,399

1,034,8701000

8131546,575

3,544,270,774

1,550,384,284

▲ 955,451,170

107,905,775

198,977,563

▲ 183,498,992

▲832,066,824

当初予算規模

繰越金 (前年度繰越金)

その他一般会計繰入金

後期高齢者支援金等

護納付金

決算歳入合計

決算歳出合計

繰越金 (前年度繰越金)

その他一般会計繰入金

剰余金 (次年度繰越金)

繰越明許費

後期高齢者支援金等

護納付金

基礎課税額過不足額 (一般 )

基礎課税額過不足額 (退職 )

後期高齢者支援金等課税額過不足額

介護納付金課税額過不足額

課税額過不足額計

当初予算

決算

決算において
本来保険税で

た

うべきだっ
課税額過不
額

平均

※税率等改定



―

い
―

国保事業の状況

1 国保被保険者数 (年度平均) 2 前期高齢者被保険者数 (年度平均)

前年度比率

(%)

100.89

100,00

99,61

98.73

98,73

97.51

97.57

97.54

前年度比

(人 )

689

▲ 3

▲  309

▲ 990

▲  977

▲  1,895

▲  1,804

▲  1,782

被保険者数

(人 )

77,811

78,500

78,497

78,188

77,198

76,221

74,326

72,522

70,740

世 帯 教

(世帯)

48,784

43,693

43,992

44,077

43,864

43,766

48,306

42,834

42,376

度

20

21

22

23

24

25

26

27

28

※ 国保被保険者数及び前期高齢者被保険者数の平成27年度、28年度は、当初予算作成にあたっての推計になります。

前年度比

(人 )

957

134

314

757

16

89

664

689

被保数比

(%)

104.07

100.55

101.28

103.04

104.35

104.44

102.37

102.41

対象者

(人 )

23,511

24,468

24,602

24,916

25,673

26,789

27,978

28,642

29,331

洪
20

21

22

23

24

25

26

27

28



国民健康保険税 年度別収納率の推移

※この表の「収納率」は還付未済額を収入済額から除いて算出している。

88.670/0

9.870/0

64,320/0

25年度

88.720/0

9,210/0

64.660/0

24年度

89.000/0

8.200/0

65,180/0

23年度

88.800/0

7,730/0

64.880/0

88.96%

7.810/。

63.940/0

21年度

87.970/O

8,350/0

64.790/0

20年度

88,450/0

7,860/0

65,940/0

19年度

91.440/0

8.850/0

70.440/0

18年度

91.380/0

8,940/0

70。 540/0

17年度

91.360/0

9,280/0

69.400/0

16年度

91.260/0

8.570/0

69。 400/0

15年度

90.820/0

9.050/0

69.150/0

14年度

90。 790/0

8.870/0

70.030/0

区  度

現年課税分

滞納繰越分

計

１

０
１

9200%

9100%

90.00%

8900%

8800%

8700%

8600%

― 現年

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

年度別収納率の推移

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

100.00%

90,00%

8000%

7000%

6000%

5000%

4000%

3000%

2000%

10,00%

000%

― 現年課税分

一 滞納繰越分

― 計

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度



県下19市現年度収納率

―

「
―

26

収納率

4

3

1 0

1

2

8

13

6

1

19

9

7

14

1 8

11

1 2

17

15

5

92.51%

92.960/0

90.24。/0

88.67%

98.29%

90.64%

89.690/0

91,780/0

93.50%

87.500/0

90.380/0

91.17%

89.510/0

88.370/0

90,20%

90.04%

88.39%

89.440/0

92.500/0

90.570/0

25

収納率 順位

5

4

8

15

2

9

13

7

1

19

1 2

6

14

1 7

11

10

1 8

16

3

91.500/0

91.530/0

90.310/0

88.72%

92.910/0

90,190/0

88。 930/0

91,170/0

93.810/0

87.140/0

89,720/0

91,220/0

88.890/0

87.440/0

89.770/0

89.860/0

87.240/0

87.800/0

92.480/0

90.600/0

24

収納率

8

6

7

12

2

1 1

18

4

1

18

10

5

14

1 6

9

13

1 5

17

3

89.910/。

90.020/0

90,000/0

89.00%

91.920/0

89,09%

86.59%

90,790/0

93.520/0

86.590/0

89.10%

90.660/0

87,750/0

86.880/0

89.720/0

88.60%

86,940/0

86.63%

91.320/0

89,390/0

23

収納率

10

13

6

1 1

2

1 2

1 9

5

1

1 7

7

3

14

16

4

9

1 8

1 5

8

88.870/0

88.290/0

89.76%

88.80%

92.100/0

88.70%

85.810/0

89,980/0

94.130/0

86.230/0

89.420/0

90.240/0

87.550/0

86。 420/0

90,040/0

88.920/0

85,990/0

86.60%

89.220/0

88.520/0

22

収納率 順位

12

13

8

5

2

1 1

1 8

6

1

1 6

9

3

14

17

4

7

19

1 5

10

87.50%

87.260/0

88.550/0

88.96%

91.280/0

87.610/0

85.250/0

88.87%

92.89%

86,070/0

88.460/0

89.50%

87.010/0

85.820/0

89.420/0

88,730/0

84.880/0

86.540/0

87.790/0

87.510/0

21

収納率

11

16

4

6

2

1 5

1 2

3

1

1 3

7

5

1 8

17

8

1 0

19

9

1 4

87.340/0

85.490/0

88.64γ0

87.97%

90,980/0

85.740/0

86.350/0

88,660/0

92.520/0

86,260/0

87.900/0

88.420/0

84,92%

85.050/0

87.870/0

87.54%

84.100/0

87.82%

86.180/0

86.900/0

20

収納率 順位

87.310/0 1 4

1 9

6

7

2

1 5

1 0

3

1

1 2

8

4

1 7

16

9

18

5

1 3

85,030/0

88.560/0

88.45%

91.300/0

86.380/0

87.820/0

89,840/0

93.800/0

87.560/0

88.390/0

89.230/0

85,760/0

85.990/0

88.230/0

87,760/0

85.170/0

88,920/0

87.500/0

87.180/0

19

収納率

89.380/0 13

1 6

5

6

2

1 4

9

3

1

1 0

8

7

1 9

17

15

18

4

1 2

88,790/0

91.480/0

94.070/0

88.94%

90.590/0

92.760/0

95,310/0

90,110/0

90.720/0

90。 940/0

87.650/0

88.330/0

88.810/0

89.950/0

87.850/0

91.680/0

89.550/0

89,750/0

18

収納率 順位

89.070/0 15

1 7

6

7

1

14

9

3

2

8

4

1 9

1 6

12

1 0

18

5

1 3

88.480/0

91.390/0

9138%

94.450/0

89.170/0

90.430/0

92.670/0

94.350/0

90.270/0

90。 730/0

91.84%

87.170/0

88,70%

89.540/0

90,300/0

87.62%

91,790/0

89.290/0

89.610/0

17

収納率

88,760/0 16

1 7

5

7

1

1 4

8

8

2

1 0

1 1

4

19

1 5

9

1 2

1 8

6

13

88.550/0

91.720/0

91.36%

94.320/0

88.990/0

90,49%

92.510/0

94.010/0

90.200/0

90.080/0

92.10%

87.050/0

88,78%

90.380/0

89,860/0

87.510/0

91.710/0

89,490/0

89,470/0

16

収納率

87,93% 17

18

6

7

1

1 3

10

3

2

88.570/0 15

90,070/0 9

5

16

14

8

11

1 9

4

12

87,790/0

91.320/0

94.700/0

89.400/0

89.890/0

92,790/0

93.820/0

91.530/0

88.060/0

88.840/0

90,420/0

89.880/0

87.500/0

91.570/0

89.520/0

88.920/0

区

分 年度

横浜市

川崎市

横須賀市

5 鎌倉

藤沢市6

7 小田原市

茅ヶ崎市8

子 市

税 10相模原市

fi「三蒲諸
~

税

12 秦野市

13 厚木市

税 大和市14

税 15 伊勢原市

海老名市

座間市

南足柄市

綾瀬市

19市平均

十;

1 3

税 16

税 17

1 18

19税
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0国民健康保険税 1人当たり及び 1世帯当たり課税額 (調定額)推移

01人当たり課税額の推移 (現年度分)

備 考26

368

103,903

15

25

93,938

104,410

14

24

94,331

9 902

9

23

95,204

98 101

8

22

87,547

93,584

15

21

92,498

95,526

13

20

98,658

93,643

12

19

86,396

92,260

17

18

85,650

17

79,799

16

80 161

85,018

16

15

80 743

86,280

14

14

142

85,938

16

13

84,077

8 804

14

12

83,846

81 850

8順位

105,000

100,000

95,000

90,000

851000

80,000

75,000

―◆―平塚市  -19市 平均
1人 当たり課税額推移

18171615141312

課税額 (円 )

2625242322212019

年度

―◆― 系列 1

1515

17

9

8

19

21

1人当たり課税額の県内19市中の順位推移
171615141312

25242920 順位1918

※ 順位は課税額の高額順



ｌ

ｏ
ｌ

01世帯当たり課税額の推移 (現年度分)

備考26

1 532

170,838

15

25

163,598

174,113

13

24

166,016

168 331

9

23

168 883

166 570

7

22

156,214

159,710

15

21

166,175

163,783

12

20

166,445

158,685

12

19

160,439

1 347

14

18

161,012

17

152,286

158,642

16

16

154 695

155,682

12

15

1 812

159,115

12

14

162,503

1 348

10

13

164,317

159 514

8

12

165,174

153,710

6

年度

1上υ I J司 ~ナ/J

順位

―◆…平塚市  ―■-19市平均
175,000

170,000

165,000

160,000

155,000

150,000

21

1世帯当たり課税額推移

171615141312

課税額 (円 )

26252423222018 19

年度

―◆―系列1

1515
6

2
10

19

1世帯当たり課税額の県内19市中の順位推移

1918171615141312
25242322 26  順位

※ 順位はH果税額の高額順



ｌ

ｇ

ｌ

平成23年度～平成26年度保険税負担率推移

※ 保険税負担率 =1人当たり保険税調定額 ■ 1人当たり基準総所得金額 × 10o

平成 26年度

92,368

748,733

12.34%

平成 25年度

93,938

739,590

12.70%

平成 24年度

94,331

750,870

12.56%

平成 23年度

95,204

746,954

12.75%

1人当たり保険税調定額  (円 )

1人当たり基準総所得金額  (円 )

保険税負担率



県内19市の平成 25年度・ 26年度国保事業会計・ 1人当たりその他一般会計繰入金

―

屋

―

順位

1

2

3

4

5

6

7

8

11

9

ロ

12

13

41

51

16

17

18

19

＼

1人当た り
繰入金額

(円 )

716

10,149

11,577

11,680

11,742

12,050

16,231

16,486

20,214

17,541

20,428

20,880

22,997

24,338

24,480

25,723

26,977

30,792

18,423

被保険者数
(人 )

11,343

106,412

35,293

47ぅ 451

17,131

63,443

54,082

880,942

65,481

26,340

26,924

332,935

205,181

118,790

65,651

47,818

16,559

37,135

2,233,237

その他一般会計繰入金
(円 )

8,116,000

1,080,000,000

408,603,000

554,211,750

201,148,227

764,517,644

877,825,914

14,523,241,124

462,018,160

1,323,618,000

550,000,00o

6,951,734,275

4,718,484,391

2,891,134,902

1,607,152,000

1,230,000,453

446,717,000

_1,143,454,708
41,141,977,548

26

南足柄市

保険者名

藤 沢 市

海 老名 市

鎌 倉 市

三 浦 市

茅ケ崎市

小 田原 市

横 浜 市

市

市和

瀬綾

大

伊勢原市

川 崎 市

相模原市

横須賀市

厚 木 市

秦 野 市

逗 子 市

座 間 市

19市合計

雌
　
一‐

2

＼

3

4

5

6

7

8

11

9

■

12

13

41

15

16

17

18

19

3,582

1人当た り
繰入金額

(円 )

9,181

13,482

14,471

14,967

17,294

18,156

18,236

19,168

20,954

21,794

22,124

22,320

23,165

23,804

24,966

27,803

37,126

19,741

11,625

(人 )

被保険者数

108,918

65,325

56,008

27,159

35,904

17,715

906,956

48,719

67,153

27,530

67,450

48,754

341,357

209,802

121,675

38,337

16,914

2,293,522

その他一般会計繰入金
(円 )

41,635,611

1,000,ooo,000

880,711,780

810,472,008

406,486,141

620,928,000

321,628,411

16,539,440,828

1,407,124,000

850,5519

600,000,00o

1,492,261,000

1,088,189,000

7,907,450,911

4,994,112,087

3,037,762,969

1,065,882,426

627,949,000

45,275,884,723

25

南足柄市

保険者名

藤 沢 市

茅ケ崎市

小 田原市

綾 瀬 市

海老名市

三 浦 市

横 浜 市

市

市

野

木

秦

厚

伊勢原市

大 和 市

鎌 倉 市

川 崎 市

相模原市

横須賀市

座 間 市

逗 子 市
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平成27年度 保険給付費の見込み

1-般被保険者療養給付費の4月 から10月 までの上期実績 (7か月)

前年比

1.0162

1.0456

0。 9912

1.1065

1.0132

1.0254

1.0651

1.0376

27年度 (実績)

1,514,590,000

1,342,784,502

1,365,970,875

1,354,967,292

1,420,947,414

1,324,346,293

1,343,691,431

9,667,297,807

26年度 (実績 )

1,490,420,000

1,284,240,479

1,378,099,347

1,224,607,792

1,402,471,795

1,291,482,941

1,261,510,140

9,332,832,494

＼
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

計

2-般 被保険者高額療養費の4月 から10月 までの上期実績 (7か月)

前年比

1.0498

1,0802

1.1413

1,1384

1,0669

1.1385

1.1217

1.1053

27年度 (実績)

154,709,691

172,751,607

167,091,450

172,163,222

168,226,458

176,719,825

170,244,205

1,181,906,458

26年度 (実績 )

147,367,849

159,923,002

146,401,985

151,234,219

157,675,389

155,216,619

151,779,627

1,069,598,690

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

計

前年度比平均

H27予算額

H27上期実績額

現在の残額

決算見込額

予算残予測

前年度比平均

H27予算額

H27上期実績額

現在の残額

決算見込額

予算残予測

1.0376

16,550,389,000円

9,667,297,807円

6,883,091,193円

16,465,479,729円

84,909,271円

1.1053

2,H8,483,000円

1,181,906,458円

936,576,542円

2,065,043,348円

53,439,152円
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1 保険税率の改定前と改定後の比較

※ 1税率の改定前は、平成 28年度当初予算を現行税率で試算したものになります。
※2税率の改定後は、平成 28年度当初予算を各UP税率で試算したものになります。

平成 27年度当初予算と税率改定後の平成 28年度当初予算との比較2

8.78%UP(木安).。
約5億円の税収増

6 630,452千 円

500, 698千 円

1, 398, 622千 円

▲ 552,353千 円

7,03%uP(案 )・ 日
約4億円の税収増

6, 529, 070千 円

399, 311千 円

1, 516, 679千 円

▲ 4341 296千 円

税率の改定後 (※ 2)

5。 32%UP(案 )。 ・

約3億円の税収増

6 429, 849千 円

300, o9o千 円

1, 629, 962千 円

▲ 321, o13千 円

税率の改定前 (※ 1)

6,129, 759千 円

1, 9501 975千 円

国民健康保険税

改定前と後の差額

その他一般会計繰入金

改定前と後の

平成28年度当初予算

8,78%UPl木安)。 .

約5億円の税収増

6, 630,452千 円

276, 890千 円

1 398, 622千 円

▲ 495,650千 円

7.03%UP(案 )日 日
約4億円の税収増

6, 529, 070千 円

175, 508千 円

1, 516, 679千 円

▲ 377, 593千 円

5。 32%UP(末安)..
約3億円の税収増

6 429, 849千 円

76,287千 円

1, 629, 962千 円

▲ 264,310千 円

平成 27年度当初予算

6, 353, 562千 円

1, 894, 272千 円

国民健康保険税

27年度との差額

その他一般会計繰入金

27年度との差額



Ｉ
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Ｉ

平成28年度に保険税率を改定した場合の保険税負担率

※ 保険税負担率 =1人当たり保険税調定額 ■ 1人当たり基準総所得金額 × 100
※ 「1人当たり基準総所得金額」は、平成26年度の一人当たり基準総所得金額になります。

8,78%UP(案 )。 ・
約 5億円の税収増

96,492

748,733

12.89%

7.03%UP(木安)。 .

約 4億円の税収増

94,936

748,733

12.68%

5,32%UPl木安)..
約 3億円の税収増

93,427

748,733

12.480/0

1人当たり保険税調定額   (円 )

1人当たり基準総所得金額  (円 )

保険税負担率



国保世帯所得階層別世帯数調べ(擬制世帯主分含む)H27.8.31現在

なし

1円 以上  330,000円 以下

330,000円 超  800,000円 以下

800,000円 超  1フ 70,000円 以下

1,270,000円 超  1,740,000円 以下

1,740,000円 超  2,210,000円 以下

2,210,000円 超  3,000,000円 以下

3,000,000円超  4,000,000円 以下

4,000,000円超  5,000,000円 以下

5,000,000円 超  6,000,000円 以下

6,000,000円 超  7,000,000円 以下

7,000,000円 超  8,000,000円 以下

8,000,000円 超  9,Ooo,000円 以下

9,000,000円超 10,000,00o円 以下

10,000,00o円超

計

①

 :li:: 6 1':!l  

①

  :::

12,022

2,997

27.80%

6.93%

(27.30%)

(34.730/0)

な し

４

　

０

６

　

２

赤青黄 緑

… … ¬

⑮ 383:

①
136

52

12,022

2,997
4,667

5,463

4,904

3,587

4,057

2,459

1,181

599

359

204

136

101

503

10.79%

12.64%

11.34%

8.300/0

9.38%

5.69%

2.730/0

1.39%

0.83%

0.47%

0.32%

0.230/0

1.160/0

(45.52%)

(58.16%)

(69.50%)

(77.80%)

(87.18%)

(92.87%)

(95.60%)

(96.990/0)

(97.82%)

(98.29%)

(98.610/0)

(98.84%)

(100.00%)

⊆D 2,795

⑤

2,003

⑥ l,383

② l,234

()  604

,    225

132

58

47

24

15

97

⑬ l,618

③ l,845

③ l,071

477

218

139

73

51

41

181

602

①  441

258

130

77

43

31

21

117

269

廻D  257

154

83

56

25

21

14

60

4,667

5,463

4,904

3,587

4,057

2,459

1,181

599

359

204

136

101

503

⑩ l,389   346

2,384 412

⑫ 2,2791Q ⊂) 454

96

132

119

139

41

35

49

64

107

86

67

36

29

16

9

10

48

¬

Ｉ

Ｓ

Ｉ

43,239    100.oo% 23,048     13,970     3,927      1,613       681     43,239

国保世帯所得階層 世帯数  構成比 (1人 世帯)(2人世帯 ) (3人 世帯 )(4人 世帯 )う人以上世拝  計

※軽身ヨ詈ほ鉾をそ響霞ξ揖獣懸芸妄宮唇:≡督誓言著落      
を、

※
負星を医憬鐸 森涯楽2蓬憲9琵勇容源ぢ石亀′ぬぞ,斗レ扉士践あ手9



モデルケース (試算) 現 行

7.03%up
改定案

(4億円up)
配 年 齢 総所得ノ金額 (又 は収 入金額 ) 国保年税額 国保年税額 (I真 目 )

単
身
世
帯

35芳霊

33万円以下
【7割軽減】

18,400円
18,700円 年税額

300円 差 額

1 63% 比  率

250万円 (給与収入380万円) 216.500円
229,900円 年税額
13,400円 差 額

6 1911 ナヒ  ヨ【

③ 350万 円 (給与収入505万円) 288,000円
307.100円 年税額
19,100円 差 額

6 631 ナヒ  ヨ巨

64歳

675,000円 (年金収入140万 円)

【2割軽減】
89,700円

04,700円 年税額

5,000円 差  額

5 57 比  率

1,125,000円 (年金収入200万円) 143,400円
152.600F I年税額
9 200円 差  額

6 4211

65病霊 180万 円 (年金収入300万円) 166,400円
175,700円 年税額

9,300円 差 額

5 59% ナヒ  ヨ『

夫
婦
２
人
世
帯

ともに39歳 以下

33万円以下
【7割軽減】

27,700円
28,500円 年税額

800円 差  額

2 89% 比  率

250万円 (給与収入380万円) 247,700円
262,800円 年税額

15,100円 差  額

6 1011 比  率

とも|こ 45歳 350万円 (給与収入505万円) 385,800円
418,700円 年税額

32,900円 差  額

8 53% 比  率

ともに60歳 675,000円 (給与収入132万 5千円)

【5割軽減】
86,200円

92,400円 年税額
6.200F 差 額

7 1911 比  率

①

ともに64歳

1,125,000円 (年金収入200万 円)

【2割軽減】
159,000円

170,900円 年税額
11,900円 差  額

7 48% テL 率

⑫ 1,425,000円 (年金収入240万円) 207.500円
223.200円 年税額
15,700円 差  額

7 57% 比  率

⑩ ともに65歳 180万 円 (年金収入300万円) 197.600円
208,800円 年税額
11,200円 差  額

5 67% 比  率

④

３
人
世
帯

夫婦39歳以下+子

33万円以下
【7割軽減】

37,100円
381400円

額

率

1,300円

3 50。 l

⑮
164万 円(給与収入260万円)

【2割軽減】
192,600円

203 700

11,100円
年税額

差 額
5 76% 比  率

④ 199万 円 (給与収入310万円) 242,400円
256.400円 年税額
14,000円 差  額

5 78%
'ヒ

  ヨ岳

⑭

夫婦45歳 +子

164万 円(給与収入260万円)

【2割軽減】
228,200円

245,800円 年税額

17,600円 差  額

771% ,ヒ   ョF

① 350万 円 (給与収入505万円) 417,000円
451 ,700円
34,700円

年税額

差 額
8 32% ナヒ  ヨ【

⑩ ４
人
世
帯

夫婦39歳 以下
+子 2人

33万円以下
【7割軽減】

46,400円
48,400円 年税額

2,000円

43111
差 額

ナヒ  ヨF

④ 夫婦45歳 +子 2人 350万 円 (給与収入505万円) 448,200円
484,700円 年税額

差 額

8 14% 比  率

-16-



平成 27年 度生活習慣病重症化予防事業 (案 )

平塚市保険年金課

1 目的

生活習慣病の発症及び重症化のリスクがある姑象者に、受診勧奨や生活習慣の改善等の保健指導

を行い、適正な受診につなげることで生活習慣病の リスクを軽減することを目的とする。

2 対象者の選定

(1)対象者の条件

平成 25年度の特定健康診査等を受診 した結果、次の全ての条件に該当する方  (平成 2,7年

10月 現在の姑象者数は 18名 )

(2)手順

保健事業支援システム※を使用 して国保データベース (KDB)シ ステムデータから抽出した

該当者をレセプ ト等で確認 し、対象者を確定する。姑象者に封 しては訪問等による受診勧奨を行

い、必要に応 じて保健指導を実施する。

※保健事業支援システム :KDBシステムから生渚習慣病重症化予防対策のための対象者等を抽出す

るために、神奈川県国保連合会が開発したシステム。   
イ

3 従事者

保健師 :1名  事務職員 :1名 保健師 (臨時職貝
※):2名  管理栄養士 (臨時職員):3名

※保健師 (臨時職員)は、神奈川県国民健康保健団体連合会「生活習慣病重症化予防支援事業」とし

て、平成 28年度まで継続 して派遣される予定。

・ 平成25年度の特定健診等の結果、受診勧奨値 (HbAl c6.5%以 上)に該当している

40～74歳の国保加入者

・平成26年度、平成27年度の特定健診を受診していない (健康かるてシステムによる確認)

。平成25年度の健診受診以後、糖尿病に関する受診歴がない (レセプトによる確認)

・悪性新生物等の治療中ではない

項 目 平成25年度 平成26年度 平成27年度

特定健康診査

特定健診の結果で再検査

(HbAlc6.5%以 上)

と判定あり

特定健診未受診 特定健診末受診

レセプト 健診後に糖尿病の受診歴なし 糖尿病の受診歴なし 糖尿病の受診歴なし

データ抽出 該当者抽出

KDB
システム 対象者確定システム※

援

・ レセプト

・健康ズ〕`るて

システム

(最終確認)

医療機関ヘ

受診勧奨等

の



4 受診勧奨と保健指導の実施

(1)方法

受診勧奨や保健指導は訪問を原則とするが、対象者の希望により、面談や電話相談等、柔軟に

対応する。対象者が訪問時に不在の場合は、原則 として別 日に再訪問を行 う。また、対象者の健

診と医療の受診状況については、糸匹続 して 2年間分のデータを確認 し、今後の事業の参考とする。

(本事業については、平成 28年度以降も継続の予定。)

(2)流れ

(3)内容

保健師及び管理栄養士が受診勧奨や保健指導を行 う。姑象者の希望があれば、血圧、腹囲、体

重、体脂肪測定を実施する。

5 スケジュール

健診票から電話番号が子巴握できる場合 健診票から電話番号が把握できない場合

電話連絡がとれない保健師・管理栄養士による電話連絡

保健師・管理栄養士による訪間
訪間による保健指導の「希望あり」

不在訪間による保健指導

の「請望なし」

訪間による

保健指導の

「希望なし」
訪間による保健指導の実施

(別 日の希望があれば再訪間を実施)

嚇要に廠じて保健指導を継続

受診勧奨及び保健指

導の案内文等を送付

受診勧奨及び保健指導の

案内文等を訪間時に置い

てくる。

健診・医療受診状況の確認 (健診結果やレセプト等による2年間の追跡調査)

追跡の結果、対象者が特定健診や医療を受け

た場合は、継続受診をl足す文善等を送付する。

追跡の結果、健診・医療ともに未受診の場合

は、再度、文書 (受診勧奨、訪間保健指導の

案内)等を送付する。(受診勧奨の継続)

H27年 6月～ 8月 対象者の抽出

9月～ 10月 保健指導方法の検討  教本オ等の準備

11月 保健指導アj法の検討  教材等の準備

12月 医師会への説明  国保運営協議会への説明  訪間準備

H28年 1月 訪間等による受診勧奨、保健指導の実施

2月 訪間等による受診勧奨、保健指導の実施

3月 訪間等による受診勧奨、保健指導の実施  評価



生活習慣病の 重症1と を防 ご う !

f ■じや
●
Ｔ
Ｆ

●

ヽ

監修 久保 明  医療法人社団湖聖会銀座医院院長補佐・抗加齢センダー長/常葉大学健康科学部教授/医学博士

生活習慣病は、少し検萱値が悪くなつた程度では目立つた症状が出ません。

しかし、着実に体に悪影響をおよぼし、日常生活が不自由になつたり、

生命の危険が出てきたりすることもあります。

1¥来の夢や希望を実現できる自分でいるためには、健診や保健指導を

生活習f慣を見直すチャンスととらえ、重症化を防ぐことが大切です。

デ
健診の結果が

少々悪くても

気にして

■

e

しヽない

治療を

自己判断で

中断した
q

保健指導を

受ける機会が

あつても、受けて

いない

◇



脳卒中の前触れ
虚血性心疾患の前触れ

高額に

だから、

早くからの

重症化予防

が大切 !

局齢者では心臓の痛み

を感じないことも !

ノ t′

症状 は一過性のことも多

く放置 しがち !

囮
体中の血曽に高い圧力がかかる高血圧。放つておく
と脳の血管が破れたり諸まったりして起こる脳卒中
や、一刻を争う心臓病、少しずつ人工透析に近づく
CKD(慢性腎臓病)などに進行します。

いと悔つていると何もな
急な発作が !

●糖尿病などほかの

病気も治療する

。減塩和食でバラン

ス良い食事をとる

。禁煙する

。笑顔でできる強度

の運動をする

血管に高い

圧力がかかる

症状がほとんどないので血圧値が相当高く
なっても、放置している人が大勢います。

しかし、放っておけば急な発作で命を失う危

険が増すばかり。日本人に最も多い病気だけ
に、より早くからの注意が必要です。

脂買異常症は、脂質でドロドロになった血液成分が、

血管壁に入り込んで血管壁を厚くしたり、厚くなっ

た血管壁が破裂して血管を塞いだりして血液の流れ

を阻害する病気です。症状は血管が8割詰まっても

出ないことがあるほど出にくいといわれています。

脂質異常症は職場で行う健康診断で一番多く
みつかる病気。特に女性は、更年期になると急

激に数値が悪化し、動脈硬化が進行します。

動脈硬化とは簡単にいうと血管の老化のこと。脂

質異常症は単独でも動脈硬化症を進行させます

ふ 高血圧や高血糖で血管壁が傷ついているとより

早く進み、心臓病や脳卒中を起こしやすくします。

●高而Fなどほかの病気も治療する

。週に一度はウォーキングなど、

有酸素運動を30分以上行う

0コ レステロールの多い食べ物 (鶏

卵/魚卵/肉 の月旨身/イ カ/エビな

ど)や生成しやすい食べ物 (卵黄

/イ ンスタント麺/チョコレート/ス

ナック菓子など)を控える

。脂っこいものをとり過ぎない

血営の老化を確実に早め
命を縮める

ポイント

血管壁を
厚くする

放づておくと CKD
(隈性弩臓病)

どうなるP

脂質異常症
∩

「

狭心症

38歳

39歳

42歳

46歳

48歳

58歳

64歳

脚に箱みが出て

歩行日既に

はじめ健診で見つかった

のは高血圧のみ

次々と

釣

力f壼 なり…

口

血液中の「糖」が増え過ぎる高血糖は、進行すると体
中の血管を傷つけ、糖尿病に進み、合併症を起こします。

合併症は糖尿病と診断される一歩手前の糖尿病予備群

(高血糖)の段階から徐々に始まります。

糖尿病を放っておくと末梢神経障害、網膜症、CKD(慢
性腎臓病)か ら腎症などの合併症が出て、治療や医療費の
負担が大きくなり、徐々に生命の危険が強くなります。
重症化すると心臓病や脳卒中などの発作により生命を落

とすこともあります。

腎 症

徐々に進行し、こわい合併症が !

失明、下肢切断

重症構尿病
糖尿病

予偉辞

生活習慣改善

早期なら

生活習慣

の改善の

み

人工透析

薬 ンスリ

薬物治療で血糖値

が抑えらオRれば含

lttlよ 起こりにくい

イント

ツを楽しむ

。高血圧などほかの病気も治療する

●食べ過ぎ・欲み過ぎを防ぐ

血管を刺激して
傷つける

。筆煙する

。打ヽまめに動く

脳卒中ゃどb臓病他血性心疾患)は前触れに気づきにくい

●顔の片方が下がる、
笑顔ができない

。片腕に力が入らない

。ろれつが回らない、
言葉が出ない

。物が二重に見える
など

●短時間(15分以内)、胸が痛
んだり圧迫感を感じたりする

〆〆
転

健診で見つかったのに
放つておいた

A男さんの場合 RI
高血圧症

糟尿病・脂質異常症 。かくれ脳梗塞

多発性脳梗塞・

末梢神経障害・

糖尿病性網膜症

腎症

両足切断

心筋梗塞でバイパス手術 !

重症化例の1カ 月当たり医療費

人工透析●・……:.l,… …………..約45万円侮司

失明を防ぐ手術―●・……………約100万円

両足大腿切断……………………約160万円

脳卒中で手術……………………約325万円

心臓病で手術……………………約430万円

(金額は総額の目安であり、症例によって異なります。
また、自己負担額ではありません。)

孔
（



生活習慣病 症1と を防ぐには
定期的に健診を受け
活用しよう

健診結果は生活習慣改善の

きつかけに。かかりつけ医がい

る場合は、結果を報告しよう。

食生活を規則正しく

●バランスの良い食事を腹八分

目に。

●最初に野菜をたっぷりとろう。

●塩分控え、酸味や香辛料を活用。

●甘い物、油っぱい物を控えめに1

●寝る2時間前以降の飲食はや

めよう。

保健指導の機会を
逃さない !

保健指導は、専門家の助けを

借りながら生活習慣を見直す

チャンス !積極的に受けよう。

小まめに身体活動を

。1日 1万歩を目標に歩こう。

●家事や日常生活で小 まめに

体を動かそう。

●スポーツも楽 しもう。

治療は継続しよう

症状がないからなどと自己判断

でやめることなく、きちんと継

続を。生活習慣の改善も並行し

て行おう。

改善しやすい生活習慣
から見直そう

●思い立ったら禁煙しよう。

●週に2日 は休肝日に。

●ストレスは小まめに解消しよう。

●家庭でも体重・腹囲・血圧な

どを測る習慣を。

生活習慣病が重症化するということ

は、体の機能が低下して、寿命が縮ま

るということです。体質によって重症

化しにくい人がいるとしても、だれが

その体質をもっているのか、現在の健

診ではわかりません。重症化予防は、

元気で長生きへの近道なのです。

それでも疑間の残るあなたヘ
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全ての人が重症化する
わ(すじゃないでしょう?

病気が重症化して

から治療を受ける

より、早くから予

防するほうが確実
で簡単です
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